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特
定

都
市

河
川

と
は

「
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
」

【
背
景
】
豪
雨
災
害
の
激
甚
化
・頻
発
化
に
よ
り
、水
災
害
が
全
国
各
地
で
大
規
模
に
発
生
。

こ
の
た
め
、流
域
一
帯
の
対
策
を
進
め
る
手
段
と
し
て
、特
定
都
市
河
川
の
指
定
範
囲
が
都
市
部
の
河
川
か
ら
全
国
の
河
川
へ

拡
大
。(
R
3
.1
1
法
施
行
)

【
目
的
】
国
・県
・市
町
村
・企
業
等
、流
域
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
の
協
働
に
よ
る
水
害
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
た
ま
ち
づ
く
り
・住
ま
い
づ
く
り
を

進
め
る
と
と
も
に
、流
域
に
お
け
る
貯
留
・浸
透
機
能
の
向
上
を
図
り
、流
域
全
体
で
の
水
災
害
対
策
を
推
進
。

特
定
都
市
河
川
の
指
定
で
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
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